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２
０
１
２
年
に
発
足
し
た

第
２
次
安
倍
政
権
は
、
女
性

の
活
躍
を
成
長
戦
略
の
中
核

に
位
置
づ
け
、「
す
べ
て
の

女
性
が
輝
く
社
会
」
を
実
現

す
る
と
し
ま
し
た
。「
我
が

国
最
大
の
潜
在
力
で
あ
る

『
女
性
の
力
』
を
最
大
限
発

揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
不
可
欠
」
と
し
て
「
指
導

的
な
役
割
を
占
め
る
女
性
の

割
合
を
３
割
に
」「
女
性
の

就
業
率
は
５
％
ア
ッ
プ
」
な

ど
の
成
果
指
標
を
示
し
ま
し

た
。
２
０
１
５
年
通
常
国
会

で
成
立
し
た
「
女
性
活
躍
推

進
法
」
は
、
国
、
地
方
自
治

体
、
企
業
な
ど
に
、
女
性
の

採
用
比
率
や
女
性
の
管
理
職

比
率
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て

目
標
設
定
を
義
務
づ
け
、
情

報
公
開
な
ど
を
含
む
行
動
計

画
の
作
成
な
ど
を
内
容
と
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
女
性

の
社
会
進
出
を
阻
ん
で
い
る

「
男
女
賃
金
格
差
」「
身
分

が
不
安
定
で
低
賃
金
の
非
正

規
雇
用
」「
長
時
間
労
働
」

「
仕
事
と
子
育
て
と
の
両
立

の
困
難
」
な
ど
の
要
因
を
解

決
す
る
実
効
的
な
具
体
的
政

策
が
伴
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ

で
は
女
性
の
活
躍
は
絵
に
描

い
た
餅
に
な
り
か
ね
ま
せ

ん
。「
保
育
所
落
ち
た
日
本

死
ね
！
」
の
匿
名
ブ
ロ
グ
が

大
反
響
を
も
た
ら
し
、
第
２

電
通
過
労
死
事
件
に
象
徴
さ

れ
る
長
時
間
労
働
に
よ
る
犠

牲
も
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
２
０
１

６
年
５
月
18
日
、
安
倍
政
権

は
「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍

プ
ラ
ン
」
を
発
表
し
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
目
指
す
「
一

億
総
活
躍
社
会
は
、
女
性
も

男
性
も
、
お
年
寄
り
も
若
者

も
、
一
度
失
敗
を
経
験
し
た

方
も
、
障
害
や
難
病
の
あ
る

方
も
、
家
庭
で
、
職
場
で
、

地
域
で
、
誰
も
が
活
躍
で
き

る
全
員
参
加
型
の
社
会
で
あ

る
」
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、

担
当
大
臣
を
置
き
、
実
現
本

部
を
設
置
し
ま
し
た
。
開
い

た
口
が
塞
が
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
ま
で
子
育
て
支
援
や
社
会

保
障
を
次
々
と
削
減
し
て
き

た
の
は
誰
だ
っ
た
の
か
、
多

く
の
女
性
や
若
者
を
非
正
規

雇
用
と
し
て
労
働
市
場
に
登

場
さ
せ
た
上
で
、
企
業
の
身

勝
手
な
理
由
で
使
い
捨
て
で

き
る
よ
う
に
、
労
働
規
制
を

緩
和
し
て
き
た
の
は
誰
だ
っ

た
の
か
、
企
業
が
派
遣
労
働

を
永
続
的
に
使
い
続
け
る
こ

と
を
認
め
る
労
働
者
派
遣
法

の
大
改
悪
を
実
行
し
、
使
用

者
に
労
働
者
へ
の
残
業
強
制

を
野
放
し
に
し
た
う
え
残
業

代
を
支
払
わ
な
く
て
よ
い
と

す
る
「
残
業
代
ゼ
ロ
」
法
案

を
国
会
で
強
行
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
は
い
っ
た
い
誰
な

の
か
。
一
国
の
総
理
が
こ
こ

ま
で
自
ら
の
行
っ
て
き
た
政

策
に
頬
被
り
を
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ

ラ
ン
で
は
、「
働
き
方
改

革
」
の
方
向
と
し
て
、
①
同

一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
、

②
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
、

③
長
時
間
労
働
の
是
正
、
④

高
齢
者
の
就
労
促
進
が
掲
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ン
は

「
女
性
や
若
者
な
ど
の
多
様

で
柔
軟
な
働
き
方
を
拡
げ
る

た
め
に
は
、
わ
が
国
の
労
働

者
の
約
４
割
を
占
め
る
非
正

規
労
働
者
の
待
遇
改
善
は
、

待
っ
た
な
し
の
重
要
課
題
で

あ
る
」
と
し
ま
す
。
待
っ
た

な
し
の
重
要
課
題
で
あ
る
こ

と
は
そ
の
通
り
で
す
。
歴
代

の
政
府
が
し
っ
か
り
と
し
た

規
制
を
せ
ず
に
、
逆
に
規
制

を
緩
和
し
て
き
た
結
果
で

す
。
速
や
か
な
規
制
が
必
要

で
す
。
そ
の
た
め
の
有
効
な

方
法
が
「
同
一
（
価
値
）
労

働
同
一
賃
金
」
の
実
現
で
あ

り
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ

で
す
。
安
倍
政
権
は
、
こ
れ

ま
で
の
対
応
を
反
省
し
、
同

一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
や

最
低
賃
金
の
大
幅
引
き
上
げ

を
実
行
す
る
の
で
し
ょ
う

か
。
到
底
信
用
で
き
ま
せ

ん
。

安
倍
政
権
の「
働
き
方
改
革
」の
欺
瞞

安
倍
政
権
の「
働
き
方
改
革
」の
欺
瞞

長
時
間
労
働
の
是
正　

同
一
労
働
同
一
賃
金

ほ
ん
も
の
の

「
働
き
方
改
革
」の
実
現
を
！

市民共同法律事務所
弁護士

中村和雄氏

働き方
改革

安
倍
政
権
の

安
倍
政
権
の

「
働
き
方
改
革
」の
内
容

「
働
き
方
改
革
」の
内
容

 

安
倍
内
閣
が
「
最
大
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
と

す
る
「
働
き
方
改
革
」。
長
時
間
労
働
の
是
正

や
同
一
労
働
同
一
賃
金
な
ど
期
待
さ
せ
る
言
葉

が
並
び
ま
す
。
し
か
し
、
安
倍
政
権
が
言
う

「
働
き
方
改
革
」
で
本
当
に
労
働
者
は
長
時
間

労
働
、
低
賃
金
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う

か
？
安
倍
内
閣
が
狙
う
「
働
き
方
改
革
」
＝

「
働
か
せ
方
改
革
」
の
内
容
、
私
た
ち
が
求
め

る
ほ
ん
も
の
の
「
働
き
方
改
革
」
の
方
向
な
ど

を
学
習
し
運
動
を
広
げ
て
い
く
た
め
に
、
中
村

和
雄
弁
護
士
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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プ
ラ
ン
は
、
最
低
賃
金
の

引
き
上
げ
に
つ
い
て
、「
年

率
３
％
程
度
を
目
途
と
し

て
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
に

も
配
慮
し
つ
つ
引
き
上
げ
て

い
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
全
国

加
重
平
均
が
１
０
０
０
円
と

な
る
こ
と
を
目
指
す
」
と
し

て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
ず
い

ぶ
ん
と
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
で

す
。
政
府
は
、
２
０
１
０
年

６
月
18
日
に
閣
議
決
定
さ
れ

た
「
新
成
長
戦
略
」
に
お
い

て
、
２
０
２
０
年
ま
で
に

「
全
国
最
低
８
０
０
円
、
全

国
平
均
１
０
０
０
円
」
に
す

る
と
い
う
目
標
を
明
記
し
、

２
０
１
５
年
６
月
30
日
に
閣

議
決
定
さ
れ
た
「『
日
本
再

興
戦
略
』
改
訂
２
０
１
５
」

等
に
お
い
て
も
、
中
小
企
業

・
小
規
模
事
業
者
へ
の
支
援

を
図
り
つ
つ
最
低
賃
金
引
き

上
げ
に
努
め
る
べ
き
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ

リ
カ
で
は
最
低
賃
金
時
給
15

ド
ル
の
運
動
が
各
地
で
最
低

賃
金
引
き
上
げ
の
条
例
を
獲

得
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
が
地

域
経
済
の
活
性
化
に
貢
献
し

て
い
る
こ
と
も
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
い
ま
こ
そ
、
大
胆

な
最
低
賃
金
引
き
上
げ
の
実

現
が
必
要
で
す
。

　

わ
が
国
に
お
け
る
最
低
賃

金
額
は
、
２
０
１
６
年
全
国

加
重
平
均
で
時
給
８
２
３
円

で
あ
り（
資
料
２
）、
依
然
と

し
て
先
進
諸
外
国
と
比
較
し

て
も
低
い
水
準
で
す
（
資
料

３
）。
全
国
加
重
平
均
８
２

３
円
で
週
40
時
間
働
い
た

（
月
間
１
７
３
・
８
時
間
）

と
し
て
も
月
額
賃
金
は
14
万

３
０
３
７
円
で
す
。
配
偶
者

の
収
入
が
充
分
で
あ
る
か
、

収
入
が
充
分
に
あ
る
親
と
同

居
す
る
な
ど
の
状
況
で
な
け

れ
ば
、
到
底
人
間
ら
し
く
暮

ら
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

全
労
連
賃
金
・
公
契
約
対
策

基本的な
職務評価項目

二次的な
職務評価項目 説　　明

知識・技能

職 務 知 識 職務を遂行する上で必要な知識、専門的な知識
・資格

コミュニケー
ションの技能

職務を遂行する上で必要な、顧客や利用者、職
場の上司や同僚等と良好な関係を作るための、
口頭または文書によるコミュニケーションの技
能

身体的技能
職務を遂行する上で必要な、手先の器用さ、手
わざの良さ・正確さ、機械や器具等を操作する
技能

負　　　担

感情的負担

職務を遂行する上で、顧客等の感情に配慮し、
自分の感情を調整したり、相手の感情の起伏を
冷静に受け止め、自分の感情を抑制したりする
際に生じる負担

心 的 負 担
職務を遂行する上で要求される、集中力や注意
力、同時進行で複数の仕事を行う、仕事の期限
が厳しいなど、精神にかかる負担

身体的負担 重量物の運搬、無理な姿勢の維持など、職務を
遂行する上で要求される身体にかかる負担

責　　　任

人に対する
責　　　任

同僚や部下の育成や管理、人事評価、勤務シフ
トの作成や調整等に関する責任

物に対する
責　　　任

顧客情報の管理や秘密保持、土地や建物・備品
等の維持・管理、顧客に提供する商品やサービ
スの創造・品質の維持・管理に関する責任

財 務 責 任

利益目標の実現に対する影響、職務上取り扱う
金銭や金権等の取り扱い範囲・頻度・金額、予
算計画の作成や予算の執行など、金銭に関する
責任

労 働 条 件

労 働 環 境
埃、騒音、有害な化学物質、不快な温度や湿度
など、勤務する状況の不快さや危険などの物理
的な環境

心理的環境

不規則な労働時間、深夜時間帯の勤務などが求
められたり、仕事の重圧やプレッシャーがかか
る状況で勤務する必要があったりするなどの心
理的な環境

ILO駐日事務所ホームページを参考に作成（厚労省作成パンフより）

　

プ
ラ
ン
は
、「
同
一
労
働

同
一
賃
金
の
実
現
に
向
け

て
、
わ
が
国
の
雇
用
慣
行
に

は
十
分
に
留
意
し
つ
つ
、
躊

躇
な
く
法
改
正
の
準
備
を
進

め
る
。
労
働
契
約
法
、
パ
ー

ト
タ
イ
ム
労
働
法
、
労
働
者

派
遣
法
の
的
確
な
運
用
を
図

る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
待
遇

差
が
合
理
的
で
あ
る
か
ま
た

は
不
合
理
で
あ
る
か
を
事
例

な
ど
で
示
す
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
策
定
す
る
。
…
非
正
規
と

い
う
言
葉
を
無
く
す
決
意
で

臨
む
」
と
し
、「
関
連
法
案

を
国
会
に
提
出
す
る
」
と
し

て
い
ま
す
。
安
倍
政
権
が

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
を

政
策
課
題
と
し
て
提
起
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
の
は
、

労
働
現
場
で
非
正
規
が
拡
大

し
、
正
規
と
非
正
規
と
の
著

し
い
格
差
を
こ
れ
以
上
放
置

す
る
こ
と
が
も
は
や
で
き
な

い
状
況
と
な
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。

　

し
か
し
、
経
団
連
を
は
じ

め
と
す
る
経
営
側
の
抵
抗
は

激
し
い
。
経
団
連
は
、
昨
年

７
月
19
日
、「
同
一
労
働
同

一
賃
金
の
実
現
に
向
け
て
」

と
題
す
る
文
書
を
発
表
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
は
、
欧
州
諸

国
と
日
本
の
制
度
の
違
い
を

強
調
し
、
経
団
連
の
求
め
る

「
日
本
型
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
は
「
職
務
内
容
や
、
仕

事
・
役
割
・
貢
献
度
の
発
揮

期
待
（
人
材
活
用
の
仕
方
）

な
ど
、
様
々
な
要
素
を
総
合

的
に
勘
案
し
、
自
社
に
と
っ

て
同
一
労
働
と
評
価
さ
れ
る

場
合
に
、
同
じ
賃
金
を
支
払

う
こ
と
を
基
本
的
考
え
方
と

す
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策

定
や
法
制
度
の
見
直
し
、
簡

易
な
救
済
制
度
の
利
活
用
等

に
よ
り
、
同
一
企
業
に
お
け

る
正
規
従
業
員
と
非
正
規
従

業
員
の
不
合
理
な
待
遇
差
を

禁
止
す
る
現
行
ル
ー
ル
の
実

効
性
を
高
め
る
」
と
し
て
い

ま
す
。
現
状
の
正
規
と
非
正

規
の
格
差
を
正
当
化
す
る
方

向
で
あ
り
、
現
状
追
認
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
標
準

で
あ
る
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
の
制
度
導
入
に
真
っ
向

か
ら
反
対
し
て
い
る
の
で

す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
昨
年
12

月
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
案
」
が
政
府
か

ら
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
の
内
容
は
、「
同
一

労
働
同
一
賃
金
」（「
職
務

（
仕
事
）
が
同
じ
で
あ
れ
ば

同
じ
賃
金
を
払
う
」
と
い
う

原
則
）
と
は
ほ
ど
遠
く
、
現

在
の
わ
が
国
の
賃
金
制
度
を

追
認
す
る
だ
け
の
も
の
で

す
。
安
倍
政
権
が
財
界
の
強

い
抵
抗
の
な
か
で
「
同
一
労

働
同
一
賃
金
」
は
ポ
ー
ズ
に

過
ぎ
ず
そ
の
実
現
に
本
格
的

に
取
り
組
む
こ
と
を
放
棄
し

た
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。

　

ま
や
か
し
の
「
同
一
労
働

同
一
賃
金
」
で
誤
魔
化
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
客

観
的
で
平
等
で
適
正
な
「
同

一
（
価
値
）
労
働
同
一
賃

金
」
制
度
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
な
ど
に

よ
る
職
務
評
価
基
準
（
資
料

１
）
が
参
考
に
な
り
ま
す
）

を
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
か
否
か
の
正
念
場
で
す
。

格
差
是
正
と
底
上
げ
を
実
現

し
て
い
く
た
め
に
有
効
は
手

段
で
あ
る
「
同
一
（
価
値
）

労
働
同
一
賃
金
」
の
実
現
を

勝
ち
取
り
ま
し
ょ
う
。

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」の

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」の

確
立
を

確
立
を

最
低
賃
金
・
全
国
一
律

最
低
賃
金
・
全
国
一
律

１
５
０
０
円
の
実
現
を

１
５
０
０
円
の
実
現
を北海道 786円

青 森 716円
岩 手 716円
宮 城 748円
秋 田 716円
山 形 717円
福 島 726円
茨 城 771円
栃 木 775円
群 馬 759円
埼 玉 845円
千 葉 842円

東 京 932円
神奈川 930円
新 潟 753円
富 山 770円
石 川 757円
福 井 754円
山 梨 759円
長 野 770円
岐 阜 776円
静 岡 807円
愛 知 845円
三 重 795円

滋 賀 788円
京 都 831円
大 阪 883円
兵 庫 819円
奈 良 762円
和 歌 山 753円
鳥 取 715円
島 根 718円
岡 山 757円
広 島 793円
山 口 753円
徳 島 716円

香 川 742円
愛 媛 717円
高 知 715円
福 岡 765円
佐 賀 715円
長 崎 715円
熊 本 715円
大 分 715円
宮 崎 714円
鹿児島 715円
沖 縄 714円
全国加重平均 823円

【資料２】地域別最低賃金時間額（2016年度） 局
が
２
０
１
６
年
６
月
に
発

表
し
た
「
最
低
生
活
費
試
算

調
査
」
に
よ
れ
ば
、
全
国
平

均
の
最
低
生
計
費
月
額
は
税

込
み
22
万
８
４
７
６
円
（
税

抜
き
18
万
４
８
７
３
円
）
で

し
た
。
こ
れ
を
平
均
月
間
総

実
労
働
時
間
１
４
４
・
５
時

間
で
割
る
と
１
５
８
１
円
と

な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
最
低

賃
金
の
要
求
額
と
し
て
１
５

０
０
円
は
極
め
て
妥
当
な
金

額
な
の
で
す
。

　

最
低
賃
金
の
地
域
間
格
差

が
大
き
い
こ
と
も
問
題
で

す
。
２
０
１
６
年
の
最
低
賃

金
時
間
額
で
比
較
す
れ
ば
、

東
京
都
の
９
３
２
円
と
宮
崎

県
・
沖
縄
県
の
７
１
４
円
と

【資料１】国際労働機関（ILO）による職務（役割）評価項目

最高

最低

最低
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く
た
め
に
、
長
時
間
労
働
の

規
制
が
喫
緊
の
重
要
課
題
で

す
（
資
料
４
）。

　

安
倍
政
権
が
提
出
し
て
い

る
労
働
基
準
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
（
内
閣
提

出
第
69
号
）
に
は
、
多
用
で

柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
の
た

め
の
制
度
改
革
と
し
て
、
①

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
見

直
し
（
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

制
の
「
精
算
期
間
」
の
上
限

を
１
ヶ
月
か
ら
３
ヶ
月
に
延

長
す
る
）、
②
企
画
業
務
型

裁
量
労
働
制
の
見
直
し
（
企

画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対

象
業
務
に
「
課
題
解
決
型
提

案
営
業
」
と
「
裁
量
的
に
Ｐ

Ｄ
Ｃ
Ａ
を
回
す
業
務
」（
Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ
と
はPlan

（
計
画
）
↓ 

Do

（
実
行
）↓ Check

（
評

価
）
↓ Act

（
改
善
））
を

追
加
す
る
と
と
も
に
、
対
象

者
の
健
康
確
保
措
置
の
充
実

や
手
続
き
の
簡
素
化
等
の
見

直
し
を
行
う
）、
③
特
定
高

度
専
門
業
務
・
成
果
型
労
働

制
（
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
制
度
）
の
創
設
（
職
務

の
範
囲
が
明
確
で
一
定
の
年

収
（
少
な
く
と
も
１
０
０
０

万
円
以
上
）
を
有
す
る
労
働

者
が
、
高
度
の
専
門
的
知
識

を
必
要
と
す
る
等
の
業
務
に

従
事
す
る
場
合
に
、
健
康
確

保
措
置
等
を
講
じ
る
こ
と
、

本
人
の
同
意
や
委
員
会
の
決

議
等
を
要
件
と
し
て
、
労
働

時
間
、
休
日
、
深
夜
の
割
増

賃
金
等
の
規
定
を
適
用
除
外

と
す
る
）
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
規
定

は
、
労
働
基
準
法
が
規
定
す

間
外
労
働
時
間
を
86
時
間
し

て
い
る
計
算
と
な
り
、
厚
生

労
働
省
が
過
労
死
認
定
ラ
イ

ン
と
し
て
い
る
１
ヶ
月
80
時

間
を
超
え
て
い
る
の
で
す
。

労
働
者
の
生
命
や
心
身
の
健

康
を
保
持
し
、
ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
し
て
い

る
労
働
時
間
規
制
の
適
用
を

免
れ
る
者
を
大
幅
に
増
加
さ

せ
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
時

間
規
制
を
大
き
く
緩
和
す
る

も
の
で
す
。
残
業
代
を
払
わ

ず
に
長
時
間
労
働
を
強
制
す

る
こ
と
を
企
業
に
広
く
認
め

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
で

は
、
現
状
の
長
時
間
労
働
を

規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
さ

ら
な
る
長
時
間
労
働
を
生
み

出
す
こ
と
に
な
り
、
改
正
案

は
到
底
許
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

安
倍
政
権
は
「
働
き
方
改

革
」
と
し
て
長
時
間
労
働
の

規
制
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る

「
労
働
基
準
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
」
を
国
会

に
提
出
し
て
い
ま
す
。
総
務

省
統
計
局
の
「
労
働
力
調

査
」
に
よ
れ
ば
、
２
０
１
５

年
に
週
の
労
働
時
間
が
60
時

間
以
上
の
就
労
者
は
５
４
６

万
人
に
の
ぼ
り
ま
す
（
60
〜

69
時
間
２
３
９
万
人
、
70
〜

79
時
間
１
３
５
万
人
、
80
時

間
以
上
71
万
人
）。
か
か
る

労
働
時
間
は
、
１
ヶ
月
の
時

で
は
実
に
２
１
８
円
も
の
格

差
が
生
じ
て
い
ま
す
。
し
か

も
地
域
間
格
差
は
毎
年
拡
大

し
て
い
る
の
で
す
。
地
域
経

済
の
活
性
化
の
た
め
に
も
、

地
域
間
格
差
の
縮
小
は
喫
緊

の
課
題
で
す
。
地
域
別
最
低

賃
金
の
地
域
間
格
差
が
増
大

す
る
こ
と
に
伴
い
、
賃
金
全

体
の
地
域
間
格
差
が
増
大
し

ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
若

年
労
働
者
を
中
心
と
し
て
賃

金
の
低
い
地
方
か
ら
賃
金
の

高
い
地
方
へ
の
労
働
力
の
流

動
が
加
速
し
て
い
ま
す
。
賃

金
の
低
い
地
方
で
は
企
業
の

人
手
不
足
が
深
刻
化
し
て
お

り
、
地
域
の
高
齢
化
・
過
疎

化
が
拡
大
し
、
地
域
経
済
の

活
力
が
疲
弊
し
て
い
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
最
低
賃
金
大

幅
引
き
上
げ
に
伴
う
使
用
者

の
負
担
に
つ
い
て
、
充
分
な

支
援
策
が
必
要
で
あ
る
こ
と

は
当
然
で
す
。
わ
が
国
の
労

働
者
の
７
割
が
中
小
企
業
で

働
い
て
い
ま
す
。
一
定
規
模

以
下
の
企
業
に
つ
い
て
の
社

会
保
険
料
の
使
用
者
負
担
率

の
軽
減
・
免
除
や
税
制
上
の

特
別
措
置
な
ど
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

独
占
禁
止
法
と
下
請
け
２
法

の
抜
本
的
改
正
に
よ
っ
て
下

請
け
中
小
企
業
の
健
全
な
経

営
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

中
小
企
業
振
興
条
例
の
制
定

な
ど
に
よ
っ
て
、
中
小
企
業

へ
の
積
極
的
支
援
を
図
る
べ

き
で
す
。
中
小
企
業
に
対
す

る
最
低
賃
金
引
き
上
げ
に
対

応
す
る
た
め
の
特
別
補
助
の

実
施
も
検
討
す
べ
き
で
す
。

【資料４】

日
本

フ
ラ
ン
ス

イ
タ
リ
ア

ベ
ル
ギ
ー

デ
ン
マ
ー
ク

ド
イ
ツ

ポ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ア
メ
リ
カ

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
26
ヶ
国
平
均

イ
ギ
リ
ス

ハ
ン
ガ
リ
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

カ
ナ
ダ

ス
ペ
イ
ン

ト
ル
コ

韓
国

ポ
ル
ト
ガ
ル

オ
ー
ス
ト
リ
ア

メ
キ
シ
コ

（休日も含む・OECD2014年３月７日発表データ）
世界の労働時間 15～ 64歳男性の１日あたり平均労働時間（単位：分）

368

300307
282 282 280

268 268 261 259 259 248
222 211 202

253

191
173

375

日本は世界最長レベル

234

2017年１月１日現在

時間あたりの賃金
日本

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

823円（全国加重平均）

7.25ドル（連邦最低賃金額）

7.20ポンド（25歳以上）

8.84 ユーロ

9.76 ユーロ

0

10

20

30

40

50

60

70

フ
ラ
ン
ス

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ベ
ル
ギ
ー

イ
ギ
リ
ス

ド
イ
ツ

韓
国

オ
ラ
ン
ダ

カ
ナ
ダ

日
本

ア
メ
リ
カ

OECD統計データ　http://stats.oecd.org/

フルタイム労働者の賃金（中央値）を
100とした場合の最低賃金の割合

36％
44％

40％
46％ 48％ 48％ 49％ 49％

53％

62％

【資料３】

　

こ
う
し
た
中
で
、
昨
年
４

月
19
日
、
１
９
０
回
国
会
に

お
い
て
、
民
進
党
、
日
本
共

産
党
、
生
活
の
党
、
社
民
党

の
野
党
４
党
が
「
労
働
基
準

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
」
を
衆
議
院
に
提
出
し
ま

し
た
。
安
倍
内
閣
が
提
出
し

て
い
る
改
正
法
案
と
正
式
名

「
長
時
間
労
働
規
制
法
案
」の

「
長
時
間
労
働
規
制
法
案
」の

実
現
を

実
現
を

長
時
間
労
働
の

長
時
間
労
働
の

規
制
を

規
制
を
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安
倍
政
権
は
、
多
様
な
働

き
方
や
労
働
移
動
可
能
な
柔

軟
な
労
働
市
場
を
目
指
す
と

し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
た

め
に
は
手
厚
い
社
会
保
障
制

度
が
欠
か
せ
な
い
の
で
す
。

「
柔
軟
な
労
働
市
場
」
は
、

失
業
し
て
も
次
の
仕
事
が
見

つ
か
る
ま
で
安
心
し
て
生
活

で
き
る
手
厚
い
失
業
保
障
が

あ
っ
て
初
め
て
機
能
す
る
の

で
す
。
た
と
え
ば
デ
ン
マ
ー

ク
は
３
年
間
の
失
業
補
償
給

付
期
間
が
確
保
さ
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
国
が
多
く
の

予
算
を
投
じ
て
職
業
教
育
や

職
業
訓
練
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
失
業
者
が
手
厚
い
就
労

支
援
を
受
け
て
、
比
較
的
短

期
に
労
働
市
場
へ
と
復
帰
し

て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
社

会
保
障
制
度
の
充
実
で
す
。

失
業
手
当
が
わ
が
国
と
は
比

べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
充

実
し
て
い
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
医
療
や
教
育
費
が
無
償

で
す
。
失
業
中
で
あ
っ
て

も
、
快
適
な
生
活
を
維
持
し

な
が
ら
、
新
た
な
就
労
を
確

保
す
る
た
め
に
準
備
す
る
こ

と
が
十
分
に
可
能
な
の
で

す
。
安
倍
政
権
が
推
進
す
る

社
会
保
障
費
の
大
幅
削
減
は

ま
っ
た
く
逆
行
で
す
。

　

安
倍
政
権
の
働
き
方
改
革

は
、
働
く
も
の
の
権
利
を
擁

護
す
る
た
め
の
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
デ
フ
レ
脱
却
を

目
指
し
、
日
本
経
済
を
活
性

化
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て

打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
会
議
の
メ
ン
バ
ー
の
ほ

と
ん
ど
が
財
界
人
で
あ
り
、

労
働
側
代
表
は
連
合
会
長
た

だ
ひ
と
り
と
い
う
の
が
そ
の

こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

経
団
連
を
は
じ
め
と
す
る
財

界
の
意
向
を
反
映
し
た
「
働

か
せ
方
改
革
」
の
欺
瞞
性
を

暴
露
し
、
真
の
労
働
者
の
た

め
の
「
働
き
方
改
革
」
を
実

現
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

な
お
、
本
稿
で
十
分
に
説

明
で
き
な
か
っ
た
点
に
つ
い

て
は
、
私
が
７
月
に
出
版
し

た
「『
ニ
ッ
ポ
ン
』
の
働
き

方
を
変
え
る
」（
か
も
が
わ

出
版
）
な
い
し
「『
働
き
方

改
革
』
と
い
う
名
の
〝
劇

薬
〞」（
学
習
の
友
社
）
を
お

読
み
頂
け
る
と
幸
い
で
す
。

称
は
同
様
で
す
が
、
こ
ち
ら

は
「
長
時
間
労
働
規
制
法

案
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ

の
「
長
時
間
労
働
規
制
法

案
」
は
、
安
倍
内
閣
が
提
出

し
た
「
労
働
基
準
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
」

（
残
業
代
ゼ
ロ
・
過
労
死
促

進
法
案
）
の
対
案
で
す
。
こ

ち
ら
も
継
続
審
議
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

「
長
時
間
労
働
規
制
法

案
」
は
、
残
業
時
間
の
上
限

　

現
行
法
は
、
休
息
時
間

（
終
業
か
ら
始
業
ま
で
の
時

間
）
の
確
保
に
つ
い
て
は
何

ら
規
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
に
、
労
働
時
間
を
細

切
れ
に
さ
れ
て
睡
眠
時
間
が

充
分
に
確
保
で
き
な
い
労
働

者
が
多
数
出
現
し
て
い
ま

す
。
法
案
は
、
新
た
に
「
休

息
時
間
」
の
規
定
を
創
設

し
、「
使
用
者
は
、
労
働
者

ご
と
に
始
業
か
ら
24
時
間
を

経
過
す
る
ま
で
に
、
労
働
者

の
健
康
の
保
持
及
び
仕
事
と

生
活
の
調
和
を
勘
案
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間

以
上
の
継
続
し
た
休
息
時
間

　

現
行
法
は
、
週
40
時
間
、

１
日
８
時
間
の
上
限
を
規
定

し
て
い
る
の
で
す
が
（
32

条
）、
過
半
数
労
働
組
合
ま

た
は
過
半
数
代
表
者
と
の
協

定
に
よ
り
、
ど
ち
ら
の
時
間

も
青
天
井
に
延
長
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す

（
36
条
）。
過
半
数
労
働
組

合
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ

ば
、
延
長
時
間
に
き
ち
ん
と

し
た
規
制
が
で
き
る
は
ず
で

す
が
、
現
状
は
延
長
野
放
し

状
態
で
す
。
現
行
法
で
も
、

厚
生
労
働
大
臣
は
労
働
時
間

の
延
長
の
限
度
に
つ
い
て
基

準
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
（
36
条
第
２
項
）、

「
労
働
基
準
法
第
36
条
第
１

項
の
協
定
で
定
め
る
労
働
時

間
の
延
長
の
限
度
等
に
関
す

る
基
準
」（
労
働
省
告
示
第

１
５
４
号
）
で
は
、
限
度
時

間
に
つ
い
て
、
１
週
間
15
時

間
、
１
箇
月
45
時
間
、
１
年

間
３
６
０
時
間
な
ど
の
基
準

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

規
制
と
イ
ン
タ
ー
バ
ル
規
制

を
柱
と
し
て
い
ま
す
。
現
状

の
長
時
間
労
働
を
解
消
し
、

労
働
者
の
生
命
や
心
身
の
健

康
を
保
持
し
、
ワ
ー
ク
ラ
イ

フ
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
で
き
る

働
き
方
に
変
え
て
い
く
た
め

に
は
、「
長
時
間
労
働
規
制

法
案
」
の
成
立
が
必
要
で

す
。「
長
時
間
労
働
規
制
法

案
」
の
内
容
の
概
略
を
紹
介

し
ま
す
。

し
か
も
「
基
準
」
は
法
的
拘

束
力
を
有
し
て
い
な
い
の
で

す
。

　

法
案
は
協
定
に
よ
っ
て
延

長
で
き
る
時
間
を
「
労
働
者

の
健
康
の
保
持
及
び
仕
事
と

生
活
の
調
和
を
勘
案
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
」
と
限
定

し
、
限
度
時
間
の
規
制
に
法

的
拘
束
力
を
与
え
て
い
ま

す
。
具
体
的
な
限
度
時
間
は

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
ら
れ

る
と
し
て
い
ま
す
が
、
直
ち

に
月
45
時
間
を
上
限
と
す
べ

き
で
す
。
そ
し
て
近
い
将
来

に
は
、
１
日
２
時
間
、
１
週

８
時
間
、
１
年
間
１
２
０
時

間
程
度
を
原
則
と
す
べ
き
で

す
。
ま
た
、
職
務
の
性
格
な

ど
に
も
と
づ
く
例
外
規
定
に

つ
い
て
は
厳
格
に
制
限
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

の
た
め
に
、
き
わ
め
て
重
要

な
規
制
で
す
。
法
案
は
厚
生

労
働
省
令
で
「
休
息
時
間
」

（
イ
ン
タ
ー
バ
ル
時
間
）
を

定
め
る
と
し
て
い
ま
す
が
、

人
間
の
生
活
リ
ズ
ム
を
考
慮

し
て
、
充
分
な
睡
眠
時
間

（
８
時
間
）
に
食
事
や
通
勤

時
間
を
加
算
す
れ
ば
、
11
時

間
の
「
休
息
時
間
」（
イ
ン

タ
ー
バ
ル
時
間
）
の
確
保
が

必
要
と
考
え
ま
す
。

　

４
野
党
が
共
同
提
案
し
た

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
し
ま
し
た
（
34
条

の
２
）。
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
実
施

さ
れ
て
い
る
イ
ン
タ
ー
バ
ル

規
制
の
規
定
で
す
。
労
働
者

の
健
康
の
維
持
・
管
理
や
ワ

ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
確
保

し
、「
限
度
時
間
を
超
え
て

労
働
時
間
を
延
長
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
特
別
の
事
情
」

が
あ
れ
ば
基
準
の
限
度
時
間

を
超
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る

と
し
て
お
り
、
上
限
規
制
の

意
味
を
な
し
て
い
ま
せ
ん
。

「
長
時
間
労
働
規
制
法
案
」

は
、
ま
だ
ま
だ
充
分
と
は
言

え
な
い
点
も
あ
る
の
で
す

が
、
わ
が
国
の
長
時
間
労
働

の
現
状
を
改
善
し
、
労
働
者

の
生
命
や
心
身
の
健
康
を
保

持
し
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ

ン
ス
を
確
保
し
て
い
く
た
め

に
、
き
わ
め
て
有
効
な
法
律

案
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
の
法
案
は
、
安
倍
政

権
が
提
出
し
て
い
る
「
残
業

代
ゼ
ロ
・
過
労
死
促
進
法

案
」
が
如
何
に
ひ
ど
い
内
容

の
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か

に
し
て
く
れ
ま
す
。
４
野
党

が
共
同
し
て
こ
の
法
案
を
作

り
上
げ
た
こ
と
が
重
要
で

す
。
こ
の
法
案
の
内
容
を
広

く
労
働
者
・
市
民
の
間
に
拡

散
し
、
ニ
ッ
ポ
ン
の
働
き
方

を
変
え
て
い
く
た
め
の
第
一

歩
と
し
て
、
国
会
で
の
成
立

に
向
け
て
の
運
動
が
大
き
く

前
進
す
る
こ
と
を
期
待
し
ま

す
。

社
会
保
障
の
充
実
と

社
会
保
障
の
充
実
と

セ
ッ
ト
で

セ
ッ
ト
で

①
残
業
時
間
の
上
限
規
制

②
イ
ン
タ
ー
バ
ル
規
制
の
導
入

8　時間働いたら帰る、暮らせる
ワークルール
つくろう

を

その声を
、

政府に

届けましょ
う！

インターネット署名に
ご協力下さい！　▶▶▶▶▶

労働時間
短縮と

賃金引き上げを
セットで！

１日8時間、
週40時間以内の
労働で、まともに
暮らせる社会を


